
　

４
月
下
旬
か
ら
、
市
内
の
一
部

地
区
の
世
帯
を
対
象
に
、
国
民
生
活
基

礎
調
査
の
調
査
員
が
訪
問
し
ま
す
の

で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

1
世
帯
状
況
や
医
療
保
険
、
就
業
、
健

康
、
介
護
に
関
す
る
調
査
日
は
６
月

２
日
(木)
…
問
い
合
わ
せ
は
保
健
総
務

課
へ
。
☎(

８
８
３)

１
１
７
０

2
所
得
と
貯
蓄
に
関
す
る
調
査
日
は
７

月
14
日
(木)
。
問
い
合
わ
せ
は
保
護
第

一
課
へ
。
☎(

８
８
８)

５
６
６
９

＊
2
の
対
象
は
、
1
の
調
査
を
行
っ
た

地
区
の
一
部
と
な
り
ま
す
。

　

｢

市
民
100
人
会｣

は
、
市
が
さ
ま
ざ
ま

な
事
業
を
進
め
よ
う
と
す
る
と
き
に
、

無
作
為
に
選
出
し
た
100
人
の
市
民
の
か

た
が
た
か
ら
意
見
を
お
聴
き
す
る
制
度

で
す
。
任
期
は
２
年
で
、
市
が
行
う
ア

ン
ケ
ー
ト
や
意
見
募
集
な
ど
に
ご
協
力

い
た
だ
き
ま
す
。

　

今
年
度
か
ら
新
し
く
会
員
に
な
っ
て

い
た
だ
く
か
た
へ
、
依
頼
文
書
を
お
送

り
し
ま
す
。
あ
な
た
の
声
を
市
政
に
活

か
す
た
め
、
ぜ
ひ
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
　

　
広
報
広
聴
課
☎(

８
８
８)

５
４
７
１

　

介
護
保
険
に
関
す
る
ケ
ア
プ
ラ
ン
点

検
や
事
業
所
へ
の
指
導
補
助
な
ど
の
業

務
を
、
通
年
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
介
護

支
援
専
門
員(

会
計
年
度
任
用
職
員)

を
、

４
月
22
日
(金)
ま
で
募
集
し
て
い
ま
す
。

　

応
募
資
格
、
勤
務
条
件
な
ど
、
詳
し

く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
に
な

る
か
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
広
報
ID
番
号　

１
０
３
３
７
７
５

●
問
い
合
わ
せ　

　

介
護
保
険
課
☎(

８
８
８)

５
６
７
４

　

介
護
従
事
者
向
け
の
初
任
者
研
修
や

実
務
者
研
修
な
ど
の
受
講
費
の
一
部
を

補
助
し
ま
す
。
講
座
申
込
後
か
ら
修
了

前
ま
で
に
介
護
保
険
課
へ
の
事
前
申
込

が
必
要
で
す
。
詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

◆
広
報
ID
番
号　

１
０
２
８
３
１
１

 【
対
象
】

市
内
に
居
住
し
、
市
内
の
介
護
事
業
所

で
介
護
従
事
者
と
し
て
働
く
こ
と
が
内

定
し
て
い
る
ま
た
は
現
に
介
護
従
事
者

と
し
て
働
い
て
い
る
か
た

 【
対
象
資
格
と
上
限
額
】

…
補
助
割
合
は
費
用
の
３
分
の
２

介
護
福
祉
士
実
務
者
研
修(

10
万
円)

介
護
職
員
初
任
者
研
修(

６
万
円)

生
活
援
助
従
事
者
研
修(

３
万
円)

＊
現
に
働
い
て
い
る
か
た
は
補
助
割
合

２
分
の
１
。

●
問
い
合
わ
せ　

　

介
護
保
険
課
☎(

８
８
８)

５
６
７
４

　

営
利
を
目
的
と
し
な
い
集

会
や
イ
ベ
ン
ト
な
ど
を
対
象

と
し
た
、
医
療
と
介
護
の
出

前
講
座
を
実
施
し
ま
す
。
費

用
は
無
料
で
す
。

　

時
間
は
、
原
則
月
曜
か
ら
土
曜
の
午

前
９
時
〜
午
後
７
時
の
間
で
設
定
し
て

い
た
だ
き
、
会
場
は
町
内
会
館
や
集
会

所
な
ど
を
ご
準
備
く
だ
さ
い
。

希
望
の
メ
ニ
ュ
ー
を
選
択
で
き
ま
す

①
か
か
り
つ
け
医
に
相
談
し
よ
う
！

②
お
口
の
健
康
を
守
る
予
防
と
治
療

③
地
域
の
薬
局
を
賢
く
使
お
う
！

④
リ
ハ
ビ
リ
専
門
職
が
で
き
る
こ
と

⑤
こ
ん
に
ち
は
！ 

訪
問
看
護
で
す

⑥
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
基
礎
知
識

⑦
そ
の
他
、
ご
希
望
に
合
わ
せ
て

申
し
込
み
▼

電
話
か
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
、
申
込
者

の
氏
名(
団
体
名)

、
電
話
番
号
、
希
望
日

時
、
講
話
内
容
な
ど
を
、
秋
田
市
在
宅

医
療･

介
護
連
携
セ
ン
タ
ー
へ
お
知
ら
せ

く
だ
さ
い
。　
　

☎(
８
２
７)

３
６
３
６

Ｆ
Ａ
Ｘ(
８
２
７)

３
６
１
４

　

管
理
が
行
き
届
い
て
い
な
い
土
地
は
、

ご
み
を
投
棄
さ
れ
や
す
く
な
り
ま
す
。

周
囲
へ
の
柵
な
ど
の
設
置
や
こ
ま
め
な

草
刈
り
、
見
回
り
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

不
法
投
棄
に
関
す
る
相
談
は
廃
棄
物
対

策
課
へ
。
☎(

８
８
８)

５
７
１
３

　

８
月
９
日
(火)
に
長
崎
市
で
開
催
さ
れ

る｢

長
崎
原
爆
犠
牲
者
慰
霊
平
和
祈
念
式

典｣

な
ど
を
取
材
し
、
新
聞
記
事
を
作
成

す
る
親
子
を
募
集
し
ま
す
。
締
め
切
り

は
５
月
18
日
(水)(

必
着)

。
事
前
課
題
の
提

出
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
左

記
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

h
ttp
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u
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m
/

対
象
と
定
員(

抽
選)

▼

小
学
４
〜
６
年
生

と
保
護
者(

２
人
１
組)

、
全
国
で
９
組

滞
在
期
間
▼

８
月
８
日
(月)
か
ら
11
日
(木)
ま

で
。
旅
費
、
宿
泊
費
な
ど
は
、
主
催
者

の
日
本
非
核
宣
言
自
治
体
協
議
会
が
負

担
し
ま
す

＊
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
状
況

に
よ
り
、
現
地
に
行
か
ず
に
リ
モ
ー

ト
取
材
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
　
協
議
会
事
務
局(

長
崎

市
平
和
推
進
課
内)

☎
０
９
５-

８
４
４-

９
９
２
３

10市外局番＝☎018
文中の｢広報ID番号｣を、秋田市ホームページ上の
検索画面(右)に入力すると当該ページへ移行します

●文中の｢SC｣はサービスセンターの略

市役所市役所からのからのお知らせお知らせ

国
民
生
活
基
礎
調
査
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

介
護
給
付
の
適
正
化
業
務
を

行
う
職
員
を
募
集
し
ま
す

介
護
従
事
者
の

資
格
取
得
を
支
援
し
ま
す

所
有
地(

管
理
地)

へ
の

不
法
投
棄
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う

ご
利
用
く
だ
さ
い

医
療
と
介
護
の
出
前
講
座

｢

市
民
100
人
会｣

に

ご
協
力
く
だ
さ
い

長
崎
で
の
平
和
祈
念
式
典
を

取
材
す
る
親
子
を
募
集
！
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後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
特
別
徴

収(

年
金
か
ら
の
引
き
落
と
し)

額
を
１
年

を
通
じ
て
均
等
に
す
る
た
め
、
６
月
と

８
月
の
特
別
徴
収
額
を
調
整
し
ま
す
。　

　

対
象
と
な
る
か
た
は
、
収
入
の
変
動
な

ど
に
よ
り
仮
徴
収
額(
４･
６･

８
月)

と
本

徴
収
額(

10･

12･

２
月)

の
差
が
大
き
い
か

た
で
、
４
月
下
旬
に
通
知
書
を
発
送
し
ま

す
。
金
額
は
上
の
計
算
式
を
参
考
に
し
て

く
だ
さ
い(

額
は
100
円
未
満
切
り
捨
て)
。

　

な
お
、
４
月
の
仮
徴
収
額
と
調
整
後

の
６
月
の
仮
徴
収
額
の
差
が
１
千
円
未

満
の
場
合
や
、
口
座
振
替･

納
付
書
で
納

付
し
て
い
る
か
た
は
対
象
外
で
す
。

●
問
い
合
わ
せ　

後
期
高
齢
医
療
課

☎(

８
８
８)

５
６
３
８

　

ヤ
マ
ビ
ル
は
、
例
年
５
月
こ
ろ
か
ら

活
動
を
は
じ
め
ま
す
。
秋
田
市
北
部･

東

部
な
ど
の
山
沿
い
で
湿
気
の
多
い
場
所

に
生
息
し
、
人
や
動
物
に
と
り
つ
き
吸

血
す
る
生
物
で
す
。

　

吸
血
被
害
を
防
ぐ
に
は
、
首
に
タ
オ

ル
を
巻
い
た
り
、
袖
の
長
い
衣
服
を
着

て
長
靴
を
は
く
な
ど
、
侵
入
経
路
を
ふ

さ
ぎ
、
足
下
に
忌
避
ス
プ
レ
ー
や
食
塩

水
を
吹
き
か
け
る
こ
と
が
有
効
で
す
。

　

と
り
つ
い
た
と
き
は
無
理
に
剥は

が
そ

う
と
せ
ず
、
食
塩
水
な
ど
を
吹
き
か
け

る
と
自
然
に
剥
が
れ
落
ち
ま
す
。
吸
血

さ
れ
る
と
２
時
間
程
出
血
が
止
ま
ら
な

く
な
る
こ
と
が
あ
り
、
し
ば
ら
く
か
ゆ

み
も
残
り
ま
す
。
体
調
が
優
れ
な
い
場

合
や
症
状
が
治
ま
ら
な
い
場
合
は
、
医

療
機
関
の
受
診
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ　

農
地
森
林
整
備
課

☎(

８
８
８)

５
７
３
９

　

山
菜
採
り
な
ど
で
誤
っ
て
有
毒
な
野

草
を
採
取
し
食
べ
る
こ
と
で
、
食
中
毒

が
発
生
し
、
死
に
至
る
場
合
も
あ
り
ま

す
。
食
用
の
野
草
と
確
実
に
判
断
で
き

な
い
植
物
は
、
絶
対
に
採
ら
な
い
！ 

食

べ
な
い
！ 

売
ら
な
い
！ 

人
に
あ
げ
な

い
！ 

よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

①
山
菜
に
混
じ
っ
て
有
毒
植
物
が
生
え

て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
山
菜
採

り
な
ど
を
す
る
と
き
は
、
一
本
一
本

よ
く
確
認
し
、
調
理
前
に
も
う
一
度

確
認
し
ま
し
ょ
う
。

有
毒
植
物
▼

間
違
え
や
す
い
植
物

バ
イ
ケ
イ
ソ
ウ
▼

オ
オ
バ
ギ
ボ
ウ
シ(

ウ

ル
イ)

、
ギ
ョ
ウ
ジ
ャ
ニ
ン
ニ
ク
な
ど　

ト
リ
カ
ブ
ト
▼

ニ
リ
ン
ソ
ウ
、
モ
ミ
ジ
ガ

サ(

シ
ド
ケ)

な
ど

②
野
菜
と
観
賞
植
物
を
一
緒
に
栽
培
す

る
の
は
や
め
ま
し
ょ
う
。

有
毒
植
物
▼

間
違
え
や
す
い
植
物

ス
イ
セ
ン
▼

ニ
ラ
な
ど　

チ
ョ
ウ
セ
ン
ア
サ
ガ
オ
▼

モ
ロ
ヘ
イ
ヤ
や

ア
シ
タ
バ
の
葉
、
ゴ
ボ
ウ
の
根
な
ど

イ
ヌ
サ
フ
ラ
ン
▼

ギ
ョ
ウ
ジ
ャ
ニ
ン
ニ
ク

や
ギ
ボ
ウ
シ
の
葉
な
ど

●
問
い
合
わ
せ　

　

衛
生
検
査
課
☎(

８
８
３)

１
１
８
１

　

ア
カ
マ
ツ
や
ク
ロ
マ
ツ
へ
の
松
く
い

虫
被
害
を
防
ぐ
た
め
、
次
の
要
件
を
満

た
し
、
共
同
防
除
を
実
施
す
る
町
内
会

へ
薬
剤
を
差
し
上
げ
ま
す
。

松
く
い
虫
防
除
薬
の
配
布
要
件

①
樹
高
が
10
㍍
以
上
で
本
数
が
30
本
以

上
、
ま
た
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
ま

と
ま
り
が
あ
り
、
地
域
住
民
の
同
意

が
得
ら
れ
て
い
る
こ
と

②
６
月
中
旬
か
ら
７
月
上
旬
ま
で
に
散

布
で
き
る
こ
と

③
散
布
す
る
機
械
が
あ
る
こ
と

申
し
込
み
▼

４
月
19
日
(火)
か
ら
28
日
(木)
ま

で
の
平
日
に
農
地
森
林
整
備
課
へ
。

☎(

８
８
８)

５
７
３
９

有
毒
植
物
に
よ
る

食
中
毒
に
ご
注
意
！

野
山
に
入
る
と
き
は

ヤ
マ
ビ
ル
に
ご
注
意
！

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

特
別
徴
収
額
を
調
整
し
ま
す

◆６月と８月の特別徴収額の計算式
　{(前年度の年間保険料額÷６回 ①)×３回ー４月の特別徴収額}÷２回

(①の算出額は100円未満切り捨て)
↑

問い合わせ

文化振興課☎(888)5607

令和３年度
秋田市指定文化財

松
く
い
虫
防
除
薬
剤
を

無
料
で
差
し
上
げ
ま
す

　このたび、勝平神社(保戸
野)の石

せ き

造
ぞ う

狛
こ ま

犬
い ぬ

を、秋田市指
定文化財に指定しました。こ
れにより、秋田市指定文化財
は161件、国･県指定のものを
合わせると秋田市の指定文化
財件数は299件になります。

■勝平神社の石造狛犬■
年代▶文化６(1809)年

種別▶有形文化財(歴史資料)
　石材は本体が和泉石(大阪
府泉南地方産)、台座が白御
影石(瀬戸内地方産)と考えら
れ、｢文化６年奉献｣｢佐藤與吉
郎｣｢八幡丸｣｢金比羅丸｣｢ ヨ ｣
などの刻字があります。
　江戸時代の｢渋江和光日記｣
｢秋田武鑑｣などに、この佐藤
與(与)吉郎の名前があり、史
料から川尻に居住していたこ
とや、北前船の船主として商
船活動を行っていたことなど
がうかがえ、当時の社会･産
業構造などを知るうえで貴重
な物件といえます。


